
�愛媛県規則第４４号
災害救助法施行細則の一部を改正する規則を次のように定

める。

平成１４年５月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

災害救助法施行細則の一部を改正する規則

災害救助法施行細則（昭和３５年愛媛県規則第１７号）の一部

を次のように改正する。

別表１ ９の項ウ中「１７９，０００円」を「１８９，０００円」に、

「１４３，２００円」を「１５１，２００円」に改める。

附 則

この規則は、公布の日から施行し、平成１４年４月１日から

適用する。


	
	
	

�愛媛県規則第４５号
保育士試験規則の一部を改正する規則を次のように定める

。

平成１４年５月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

保育士試験規則の一部を改正する規則

保育士試験規則（昭和２４年愛媛県規則第１０号）の一部を次

のように改正する。

様式第１号を次のように改める。

発 行 愛 媛 県

印 刷 岡田印刷株式会社
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様式第１号（第１条、附則第２項関係）

保育士試験受験申請書
年 月 日

愛媛県知事 殿
※受験番号

写 真

上半身像無帽のもので６�
�
�
�
�
�

箇月以内に撮影したもの

�
�
�
�
�
�

。裏面に撮影年月日及び
氏名を記入すること。

愛媛県収入証紙ちよう付欄

（消印は、しないこと。）

ふ り が な
生 年 月 日

年 月 日

（ 歳）
男�女

保育士試験受験科目免除願 今回受験する科目
一部科目受験の場
合は、科目名欄の
番号を○で囲むこ
と。

氏 名 一部科目に合格しておりますので（一部科目を厚生労働大臣
の指定する学校（施設）で専修しておりますので）、次のと
おり科目の受験を免除してください。

本 籍 地
（都道府県名）

現 住 所

〒□□□－□□□□

電話 （ ）

科 目 名 証 明 書 番 号 合 格 又 は
専修年月日

合格都道府県
名又は専修学
校（施設）名

�
�
�
�
�

�
�
�
�
�

科 目 名

号 � � １ 社 会 福 祉

上記以外の
連 絡 先
（勤務先等）

電話 （ ）

号 � � ２ 児 童 福 祉

号 � � ３ 発達心理学及び
精 神 保 健

最 終 学 歴

在 学 期 間 修 業
年 限

卒業・中退・
在 学 の 別 学 校 名 所 在 地

（都道府県名）
号 � � ４ 小 児 保 健

号 � � ５ 小 児 栄 養
年 月から
年 月まで

年 卒・中・在 号 � � ６ 保 育 原 理

職 歴（受験資格に関するものを記入すること。） 号 � � ７ 教育原理及び
養 護 原 理

勤 務 先 所 在 地 勤 務 期 間 職 務 内 容 号 � � ８ 保 育 実 習

年 月 日から

年 月 日まで

保育実習（実地）受験分野
（今回受験する分野を２つ選択し、その番号を○で囲むこと。）

分 野 名

年 月 日から

年 月 日まで

１
２
３

注１ ※印欄は、記入しないこと。
２ 次の書類を添付すること。
� 住民票の写し
 児童福祉法施行規則（昭和２３年厚生省令第１１号）第４０条各号のいずれかに該当することを証明する書面
� 科目の受験の免除を受けようとする者にあつては、児童福祉法施行規則第４１条の２第１項又は第２項に
該当することを証明する書面

※
点
検
欄

住民票
の写し 資格 証明書 証紙 写真 封筒 確認

全 科 目

一部科目
合格者

愛
媛

県
報

平
成
１４
年
５
月
２４
日

第
１３５８

号

６３６



様式第２号中
「○受験場所及び日時

を
○時間割 」

「○保育実習（実地）を除く科目の試験の期日、科目、時

間及び場所

期 日 科 目 時 間 場 所

○保育実習（実地）の試験の日時、分野及び場所

日 時 分 野 場 所

」

に改め、同様式注意事項中３を削り、４を３とする。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

�愛媛県告示第１０５５号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条の規定により

、医療機関を次のように指定した。

平成１４年５月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行


	
	
	

�愛媛県告示第１０５６号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条の規定により

指定した医療機関を次のように休止した旨の届出があった。

平成１４年５月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１０５７号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条の規定により

指定した医療機関を次のように廃止した旨の届出があった。

平成１４年５月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行


	
	
	

�愛媛県告示第１０５８号
次の保安林を解除予定保安林にする旨の通知を受けたから

、森林法（昭和２６年法律第２４９号）第３０条の規定により告示

する。

平成１４年５月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 解除予定保安林の所在場所

南宇和郡一本松町正木２９７６の７、２９７６の８

２ 保安林として指定された目的

水源のかん養

３ 解除の理由

道路用地とするため


	
	
	

�愛媛県告示第１０５９号
次の保安林を解除予定保安林にしたから、森林法（昭和２６

年法律第２４９号）第３０条の２第１項の規定により告示する。

平成１４年５月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 解除予定保安林の所在場所

越智郡岩城村５９４１の３

２ 保安林として指定された目的

公衆の保健

３ 解除の理由

指定理由の消滅

告 示

医療機関の名称
開設者の氏名
又 は 名 称

所 在 地
指 定
年 月 日

テイクえくび薬
局

有限会社
テイク・ディス
ペンサリー

伊予郡松前町恵久美７１
８番地５

平成
１４．４．１

サンデンタルク
リニック � 橋 耕 三 東予市周布５９９番１ 平成

１４．４．１

医療法人
胃腸科内科松村
クリニック

医療法人
胃腸科内科松村
クリニック

新居浜市中筋二丁目１
－１

平成
１４．１．１

林田歯科医院 伊 藤 和 美 新居浜市沢津町二丁目
１０－２１

平成
１４．１．１

近見調剤薬局 有限会社
薬 商

今治市石井町四丁目６
－２５

平成
１４．４．１

波止浜内科・外
科

医療法人
波止浜内科・外
科

今治市地堀五丁目２－
１

平成
１３．１２．１

さ つ き 薬 局 清 水 貴 行 南宇和郡御荘町平城３５
６２

平成
１４．５．１

美川村歯科診療
所 保 田 國 雄 上浮穴郡美川村上黒岩

２９２４番地１
平成
１４．４．１

森 岡 歯 科 森 岡 透 越智郡大西町脇甲８２９
－１

平成
１４．５．１

わたなべハート
クリニック 渡 邉 潤 宇和島市朝日町三丁目

１の６
平成
１４．５．１

岩倉歯科医院 岩 倉 晋 一 北条市河原２５５番地 平成
１４．４．１５

医療機関の名称
開設者の氏名
又 は 名 称

所 在 地
廃 止
年 月 日

胃腸科内科松村
クリニック 松 村 恭 司 新居浜市中筋町二丁目

１－１
平成
１４．１．１

林田歯科医院 林 田 史 江 新居浜市沢津町二丁目
１０－２１

平成
１４．１．１

波止浜内科・外
科 國 延 益 弘 今治市地堀五丁目２－

１
平成
１３．１２．１

そうごう薬局別
子店

総合メディカル
株式会社

新居浜市新田町二丁目
２－９

平成
１４．３．１

水島外科病院 水 島 正 俊 今治市北日吉町一丁目
７－４３

平成
１４．４．１

ウチマス薬局中
央店 内 舛 富 男 宇和島市中央町一丁目

３－１２
平成
１４．４．１

高橋歯科医院 高 橋 勲 温泉郡重信町横河原１３
０９

平成
１４．４．１

美川村歯科診療
所 保 田 國 雄 上浮穴郡美川村上黒岩

２９２４番地
平成
１４．４．１

岩倉歯科医院 岩 倉 晋 一 北条市河原３２９－１ 平成
１４．４．１５

医療機関の名称
開設者の氏名
又 は 名 称

所 在 地
休 止
年 月 日

三崎町国民健康
保険三崎診療所 三 崎 町 西宇和郡三崎町三崎６９

２番地
平成
１４．４．１

愛 媛 県 報平成１４年５月２４日 第１３５８号
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�愛媛県選挙管理委員会告示第１６号
公職選挙法施行令（昭和２５年政令第８９号）第５５条第２項及

び第３項第２号（他の法令において準用され、又は例による

こととされている場合を含む。）の規定により、次の施設を

不在者投票のできる施設として指定した。

平成１４年５月２４日

愛媛県選挙管理委員会

委員長 藤 山 薫


	
	
	

�愛媛県選挙管理委員会告示第１７号
公職選挙法施行令（昭和２５年政令第８９号）第５５条第２項及

び第３項第２号（他の法令において準用され、又は例による

こととされている場合を含む。）の規定により不在者投票の

できる施設として指定したもののうち、次の施設についてそ

の指定を取り消した。

平成１４年５月２４日

愛媛県選挙管理委員会

委員長 藤 山 薫

�愛媛県告示第１０６０号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成１４年５月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�裁決手続開始の決定の公告
土地収用法（昭和２６年法律第２１９号）第４５条の２の規定により、平成１４年５月１４日次のとおり裁決手続開始の決定をしたの

で公告する。

平成１４年５月２４日

愛媛県収用委員会

会長 村 田 建 一

１ 起業者の名称

国土交通大臣

２ 事業の種類

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

三土（開）第８号

平成１４年４月１９日

川之江市金生町山田井字藪開キ１２４０番１、１２４１番１、１２４８番１及び
１２４８番２

川之江市川之江町２５２９番地の２２２
やまと印刷株式会社
代表取締役 石 川 嘉 治

西局丹土（開）第２号

平成１４年５月２日
東予市玉之江３１番１

新居浜市萩生１６２０番地の６６
金 坂 利 彦

西局丹土（開）第３号

平成１４年５月２日

周桑郡小松町大字新屋敷字中之坪甲１９９４番１、甲１９９４番２、甲１９９５
番、甲２０４９番２、甲２０４９番６、甲２０５３番３及び甲２０５４番１並びに同
郡同町大字新屋敷字新宮畑甲３１３７番１、甲３１３７番２、甲３１３７番３及
び甲３１３８番４

周桑郡小松町大字新屋敷甲２０５４番地
株式会社 あじふく
代表取締役 黒 川 由紀也

松局伊土検（開）第８号

平成１４年５月２日
伊予郡松前町大字鶴吉字禅門田４５０番１

松山市土居田町８２６番地
佐 伯 孝 雄

松局伊土検（開）第９号

平成１４年５月１３日
伊予郡松前町大字西古泉字小鯛２２３番５

伊予郡松前町大字西古泉３７３番地５
中 武 榮

松局伊土検（開）第１０号

平成１４年５月１３日
伊予郡松前町大字西古泉字寿４２０番１及び４２０番７

伊予郡松前町大字筒井２９０番地１
光 田 敏 弘

松局伊土検（開）第１１号

平成１４年５月１３日
伊予郡松前町大字神崎字向井３７７番１

松山市西垣生町６６７番地
高 市 浩 二

選挙管理委員会告示

施設の種類 施設の名称 所 在 地

養護老人ホーム 長浜町養護老人
ホームさくら苑

喜多郡長浜町大字柴甲１４０２－
３

施設の種類 施設の名称 所 在 地

養護老人ホーム 長浜町養護老人
ホーム白山園 喜多郡長浜町大字白滝甲６６９

雑 報

愛 媛 県 報平成１４年５月２４日 第１３５８号
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一般国道１１号改築工事（新居浜バイパス・愛媛県新居浜市岸の上二丁目地内から同県同市寿町地内まで）並びにこれに

伴う市道、農業用道路及び農業用水路付替工事並びにこれらに伴う附帯工事

３ 収用及び使用の裁決手続の開始を決定した不動産の表示等

（別 紙）

物件所有者及び永代使用権者 亡 藤田豊助 法定相続人

愛媛県新居浜市篠場町９番３１号

（法定持分７分の１） 藤田 若美

物件所有者及び永代使用権者 亡 藤田豊助 法定相続人

愛媛県新居浜市星原町５番４５号

（法定持分７分の１） 藤田 清美

物件所有者及び永代使用権者 亡 藤田豊助 法定相続人

愛媛県新居浜市垣生六丁目９番３７号

（法定持分７分の１） 菰田 アサ子

物件所有者及び永代使用権者 亡 藤田豊助 法定相続人

愛媛県宇摩郡土居町大字野田甲１５０１番地の２

（法定持分７分の１） 山� 月子

物件所有者及び永代使用権者 亡 藤田豊助 法定相続人

愛媛県新居浜市下泉町一丁目１６番３９号

（法定持分７分の１） 鴨田 利子

物件所有者及び永代使用権者 亡 藤田豊助 法定相続人

愛媛県松山市岩崎町二丁目１２番２０号

（法定持分７分の１） 越智 清子

物件所有者及び永代使用権者 亡 藤田豊助 法定相続人

住所不明（ただし、最後の本籍 愛媛県新居浜市泉川甲４４７４）

（法定持分７分の１） 藤田 久子

�裁決手続開始の決定の公告
土地収用法（昭和２６年法律第２１９号）第４５条の２の規定により、平成１４年５月１４日次のとおり裁決手続開始の決定をしたの

で公告する。

平成１４年５月２４日

愛媛県収用委員会

会長 村 田 建 一

１ 起業者の名称

国土交通大臣

２ 事業の種類

一般国道１１号改築工事（新居浜バイパス・愛媛県新居浜市岸の上二丁目地内から同県同市寿町地内まで）並びにこれに

伴う市道、農業用道路及び農業用水路付替工事並びにこれらに伴う附帯工事

３ 収用及び使用の裁決手続の開始を決定した不動産の表示等

収用使用

の区分

不 動 産 （ 土 地 ） の 表 示 等
土 地 所 有 者

住 所 氏 名

所有権以外の
権利の表示

関 係 人

住 所 氏 名所 在 地 番
地 目 面 積

公 簿 現 況 公 簿
��

実 測
��

収用及び使用しよう
とする土地の実測��

受付年月日
受 付 番 号 種 類

収 用
愛媛県新
居浜市星
原町

甲４４９９番
２ 墓 地 墓 地 ２３ ４９．２３ ３２．７８

不明。
ただし、土地登記簿表題部所有者
亡 藤田 豊太郎

─── ──

物件所有者及び永代使用
権者
亡 藤田 豊助

法定相続人 藤田 若美
外６名（別紙のとおり）

使 用
愛媛県新
居浜市星
原町

甲４４９９番
２ 墓 地 墓 地 ２３ ４９．２３ １．９３

不明。
ただし、土地登記簿表題部所有者
亡 藤田 豊太郎

─── ──

物件所有者及び永代使用
権者
亡 藤田 豊助

法定相続人 藤田 若美
外６名（別紙のとおり）
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【別紙１】

土地所有者

収用使用

の区分

不 動 産 （ 土 地 ） の 表 示 等
土 地 所 有 者

住 所 氏 名

所有権以外の
権利の表示

関 係 人

住 所 氏 名所 在 地 番
地 目 面 積

公 簿 現 況 公 簿
��

実 測
��

収用及び使用しよう
とする土地の実測��

受付年月日
受 付 番 号 種 類

収 用
愛媛県新
居浜市星
原町

甲４４８４番
２ 墓 地 墓 地 ７９ ９０．０６ ６．６５

不明。
ただし、
土地登記簿名義人 亡 酒井ケイの判明

している法定相続人
本田 森重外２６名（別紙１のとおり）

─── ──
永代使用権者

亡 酒井勘三法定相続人
黒川 きよ子外７名

（別紙２のとおり）

使 用
愛媛県新
居浜市星
原町

甲４４８４番
２ 墓 地 墓 地 ７９ ９０．０６ ３．００

不明。
ただし、
土地登記簿名義人 亡 酒井ケイの判明

している法定相続人
本田 森重外２６名（別紙１のとおり）

─── ──
永代使用権者

亡 酒井勘三法定相続人
黒川 きよ子外７名

（別紙２のとおり）

区 分 相続人
番 号 法定相続持分 氏 名 住 所 摘 要

１ ───── 本 田 森 重 福岡県北九州市小倉北区砂津二丁目８番４号

２ ───── 伊 藤 正 子 愛媛県新居浜市松の木町４番１８号

３ ───── 岡 部 百合子 愛知県豊川市小田淵町野畔１５番地の４ 野畔
住宅４棟１０１号

４ ───── 三 並 一 夫 愛媛県西条市天神１番地の４６

５ ───── 小 野 セツコ 愛媛県西条市朔日市１２９番地の６

６ ───── 伊 藤 やへ子 愛媛県新居浜市桜木町６番４号

７ ───── 越 智 正 勝 住所不明（ただし、最後の住民票上の住所（
職権抹消）愛媛県西条市大町１６３８番地）

８ ───── 高 橋 君 江 愛媛県新居浜市七宝台町甲２９８番地の７

９ ───── 岡 村 フサ子 高知県高知市朝倉東町３８番１号

１０ ───── 鈴 木 須美惠 大阪府豊中市熊野町一丁目１２番１号

１１ ───── 竹 内 太美栄 愛媛県新居浜市政枝町一丁目３番４５号

１２ ───── 久 保 助 愛媛県新居浜市喜光地町二丁目７番４４号

１３ ───── 久 保 タカコ 愛媛県新居浜市星原町１番２８号

土地登記簿名義人 亡 酒井ケイ
の判明している相続人 １４ ───── 篠 永 敬 子 愛媛県伊予三島市金子三丁目２番５４号

１５ ───── 久 保 悟 愛媛県新居浜市星原町１番２８号

１６ ───── 矢 野 富 義 愛媛県新居浜市星原町１番２８号

１７ ───── 柳 井 忠 親 愛媛県新居浜市泉宮町２番１４３号

１８ ───── 十 河 ミヨ子 愛媛県新居浜市新須賀町一丁目１番４９号

１９ ───── 新 延 國 親 広島県福山市伊勢丘三丁目１１番１号

２０ ───── 久 保 節 子 愛媛県新居浜市中須賀町二丁目１番１０号

２１ ───── 白 石 和 子 愛媛県新居浜市庄内町三丁目４番２３号

２２ ───── 久 岡 弘 子 愛媛県西条市明屋敷７０９番地の１
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【別紙２】

永代使用権者

２３ ───── 久 保 ハルヱ 愛媛県新居浜市星原町１５番２５号

２４ ───── 久 保 和 正 愛媛県新居浜市星原町１５番２５号

２５ ───── 白 石 了 子 愛媛県新居浜市泉宮町６番１４１号

２６ ───── 藤 井 重 美 愛媛県新居浜市萩生７２７番地の５

２７ ───── 久 保 順 二 愛媛県新居浜市高津町１３番３８号

区 分 相続人
番 号 法定相続持分 氏 名 住 所 摘 要

１ １２分の１ 黒 川 きよ子 福岡県北九州市戸畑区中原西三丁目３番２５号

２ １２分の１ 樋 口 里 江 福岡県直方市大字上新入１９１３番地の２

３ １２分の１ 玉 田 厚 子 岐阜県摂斐郡池田町池野４６８番地の２

亡 酒井勘三 法定相続人

４ ６分の１ 神 園 仁 美 埼玉県さいたま市辻六丁目１０番３号１１０

５ １２分の１ 神 園 栄 子 福岡県北九州市小倉南区朽網東五丁目２３番１
－１１１号

６ ６分の１ 熊 谷 昌 子 福岡県遠賀郡遠賀町大字別府３番地の６８

７ ６分の１ 黒 川 義 朗 愛知県知多市寺本台三丁目１３番地の１７

８ ６分の１ 野 田 仁 東京都狛江市和泉本町一丁目３６番３－６０４号
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